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立 神 峡 里 地 公 園 だ よ り立 神 峡 里 地 公 園 だ よ り

　12 月 4 日、氷川町健康センターにおいて、「未来は子ども達のために～自
然体験と子育て～森のようちえんがはぐくむもの」として氷川町子育て応援講
演会を行いました。
　長野県飯綱高原において長年、子どもとの自然体験活動を行われてきた内
田幸一先生（森のようちえん全国ネットワーク運営委員長）を迎えての講演
会です。幼少期における自然とのふれあいの大切さを映像を交えながらわか
りやすくお話いただきました。終わってからの茶話会や午前中の森のようち
えんにも特別参加していただき参加者の皆さんも大満足の一日となりました。

お問い合わせ先　立神峡公園管理組合　担当：幸山　☎62-1543

参参 者者加加 募募集集
■てしごとカフェ「簡単マフラー作り」　（飲み物付き）　おひとり500 円
　　日　時：1月27日（木）・28日（金）　10:00 ～ 15:00（お好きな時間帯にどうぞ）
　　対　象：子育て中の方や、興味のある方ならどなたでも！お茶を飲みながら、おしゃべりしたり、マ
　　　　　　フラー作りを楽しんだり、てしごとカフェにどうぞお気軽にお集まりください。簡単にハンド
　　　　　　メイドできますよ！！（申し込みが必要です）
　　定　員：1日10組ずつ　お申し込みは、立神峡公園管理組合までお願いします。

■里山さんぽ
　立神峡公園に昔からある、今は使われていない道を見つけました！
子どもたちの冒険心をくすぐるようなおさんぽ会になればと思います。
日　時：1月16日（日）　10：00～ 11：30（受付 9：40～）
対　象：未就学児および保護者
場　所：立神峡公園管理棟　集合
参加費：親子で１，０００円

▲簡単に出来ますよ！ ▲てしごとカフェ　マフラー作り

未来は子ども達のために～自然体験と子育て～
森のようちえんがはぐくむもの
未来は子ども達のために～自然体験と子育て～
森のようちえんがはぐくむもの

氷川町子育て応援講演会氷川町子育て応援講演会

▲内田先生と木のぼり体験

ふ
く
ろ
う
の
森
で

里
山
暮
ら
し
、

今
暮
ら
し　
　
　

  

①

　

火

　

今
も
昔
も
私
た
ち
人
間
は

『
火
』を
使
い
、
生
活
し
て
い

ま
す
。

　

現
在
の
私
た
ち
の
生
活
の

中
で
は
火
は
料
理
に
使
い
、

暖
を
と
る
時
に
使
わ
れ
、
ボ

タ
ン
一
つ
で
私
た
ち
は『
火
』

を
使
い
生
活
し
て
い
ま
す
。

　

昔
の
里
山
で
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
当
然
、
料

理
に『
火
』
を
使
い
ま
す
が
、

薪
を
使
っ
て『
火
』を
お
こ
し

使
っ
て
い
ま
し
た
。
暖
を
と

る
場
合
も
同
じ
で
す
。
炭
を

使
い
囲
炉
裏
や
火
鉢
で
暖
を

と
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
も
昔
も
大
切
な『
火
』、

特
に
今
か
ら
寒
く
な
り
ま
す
。

火
の
扱
い
に
は
注
意
し
ま

し
ょ
う
。　
　
　
　

 

（
廣
瀬
）

農業委員会 だより農業委員会 だより
　

先
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
町
選
挙
管
理

委
員
会
で
は
、
そ
の
年
に
選
挙
が
あ
る
な
し
に
か
か
わ

ら
ず
、
農
業
委
員
の
選
挙
権
の
あ
る
人
か
ら
の
申
請
に

基
づ
い
て
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。

　

申
請
書
は
12
月
下
旬
に
区
長
を
通
じ
て
各
農
家
に
配

布
し
て
あ
り
ま
す
。
お
手
も
と
に
届
い
て
い
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

　

農
業
委
員
の
選
挙
は
一
般
の
選
挙
と
は
異
な
り
、
選

挙
権
が
あ
る
人
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
選
挙
人
名
簿

が
作
成
さ
れ
ま
す
。
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
と
投

票
も
リ
コ
ー
ル
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
、
次
に
当
て
は
ま
る
方
は
、
忘
れ
ず
に
申
請
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

◆
申
請
が
必
要
な
方

　

平
成
３
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
平
成

23
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住
民
票
を
有
し
て
お

り
、
次
の
①
ま
た
は
②
の
条
件
を
満
た
す
方

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
者
。
ま
た
は
そ
の
配
偶

者
・
お
よ
び
同
居
の
親
族
で
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従

事
し
て
い
る
方
。

②
農
業
生
産
法
人
の
社
員
・
従
業
員
で
年
間
60
日
以
上

農
業
に
従
事
し
て
い
る
方

　

右
記
①
ま
た
は
②
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
に
申

請
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
な
お
、
新
規
登
録
さ
れ
る
場
合
は
、
区
長
・
農

業
委
員
会
事
務
局
・
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
よ
り
申

請
書
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
同
封
の
記
入
例
と
記
載
上
の
注
意
を
よ

く
ご
覧
の
う
え
、
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
を

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
方
の
氏
名

は
す
で
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
新
た
に
農
業

氷
川
町
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
に
つ
い
て

に
従
事
さ
れ
た
方
の
氏
名
は
、
手
書
き
で
書
き
加
え
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
死
亡
さ
れ
た
方
や
転
出
さ
れ
た
方

に
つ
い
て
は
、
事
務
の
都
合
上
削
除
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
そ
の
ま
ま
氏
名
が
載
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
は
、
お
手
数
で
す
が
二
重
線
で
削
除
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

申
請
書
の
提
出
締
切
は
１
月
７
日（
金
）で
す
。
期
日

ま
で
に
必
ず
、
区
長
を
通
じ
て
農
業
委
員
会
事
務
局
へ

提
出
し
て
下
さ
い
。
く
れ
ぐ
れ
も
申
請
漏
れ
の
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

☎
52
ー
７
１
１
１

　

農
業
委
員
会
事
務
局　

☎
52
ー
５
８
６
１

　

遊
休
農
地
等
と
し
て

耕
作
さ
れ
ず
に
い
る
農

地
や
、
荒
れ
た
ま
ま
放

置
さ
れ
て
い
る
土
地

に
雑
木
・
雑
草
等
が
繁

茂
す
る
と
、
火
災
・
犯

罪
・
病
害
虫
等
の
発
生

原
因
に
な
る
恐
れ
が
あ

り
、
周
囲
に
大
変
迷
惑

と
な
り
ま
す
。

　

も
し
、
あ
な
た
が
所

有
（
管
理
）
さ
れ
て
い

る
土
地
に
雑
草
等
が
繁
茂
し
て
い
る
場
合
は
、
早
急
に

草
刈
・
除
草
等
を
行
い
、
周
囲
の
農
作
業
等
に
迷
惑
の

か
か
ら
な
い
状
態
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

　

勤
め
・
病
気
等
で
草
刈
が
出
来
な
い
方
は
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
の
雑
草
処
理
見
積
照
会
も
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
町
お
よ
び
農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
経
営
基

◆
利
用
権
設
定
と
は

《
貸
し
た
農
地
は
必
ず
返
っ
て
き
ま
す
》

　

農
地
を
農
地
と
し
て
貸
し
借
り
す
る
場
合
、
通
常
は

農
地
法
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

利
用
権
設
定
と
は
、
農
地
法
の
許
可
を
要
せ
ず
に
、

農
地
の
貸
し
借
り
を
す
る
制
度
で
す
。

　

貸
し
手
と
借
り
手
で
決
め
た
期
間
が
く
れ
ば
賃
貸
借

関
係
は
終
了
し
、
貸
し
て
い
た
農
地
は
必
ず
返
っ
て
き

ま
す
。

◆
権
利
関
係
の
記
録
を
保
管
し
、
期
間
が
終
了
す
る
前

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

　

貸
し
借
り
を
行
っ
て
い
る
農
地
の
権
利
関
係
に
関
す

る
記
録
は
、
農
業
委
員
会
で
し
っ
か
り
保
管
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
契
約
が
終
了
す
る
前
に
は
、
貸
し
手
・
借

り
手
双
方
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
契
約
を
更
新
す

る
か
、
終
了
す
る
か
を
そ
の
都
度
決
定
で
き
ま
す
。

●
申
請
の
締
め
切
り　

毎
月
15
日

※
土
日
祝
日
に
係
る
時
は
、
そ
の
前
開
庁
日

●
必
要
な
も
の

　

所
有
者
：
印
鑑
証
明
書
１
通
・
実
印

　

耕
作
者
：
印
鑑
証
明
書
１
通
・
実
印

※
町
外
の
方
が
借
り
る
場
合
は
、
耕
作
証
明
書
（
住

民
票
の
あ
る
市
町
村
の
農
業
委
員
会
で
発
行
し
て
い
ま

す
）
を
１
通
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
利
用
権
設
定
の
申
請

書
は
、
農
業
委
員
会
で
準
備
し
て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

農
業
委
員
会
事
務
局　

☎
52
ー
５
８
６
１

遊
休
農
地
等
の
草
払
い
の
お
願
い

基
盤
強
化
法
に
基
づ
く
土
地
の

貸
し
借
り
に
つ
い
て

盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
き
遊
休
農
地
等
の
賃
貸
借
お
よ

び
売
買
も
促
進
し
て
お
り
ま
す
。
農
地
と
し
て
再
生
さ

れ
る
場
合
は
耕
作
放
棄
地
再
生
事
業
を
ご
活
用
い
た
だ

け
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


